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問題の構造
２７条の２第１項と第２項の関係と射程
むすびにかえて

少年法の２０００年改正により、２７条の２第２項Ｚ）ｓ創設された（以下にお
いて、単に項番号のみを記す場合、少年法２７条の２の項数を指すものとす
る）。２７条の２第１項（現行法も同じ）における「保護処分の継続中」と
いう文言が栓格となり、判例理論上少年再審の扉が狭く閉ざされた状況にあ
っただけに、２項の創設は、保護処分取消しの対象を拡大するという現実的
な効果をもたらしうる点で、概ね肯定的に評価されてきたといえる。
しかし、この規定は、立法作業時からすでに指摘があったように、小さく

ない理論的問題を残しており、少年保護手続における「再審」を法体系上ど
のように位置づけていくかにはなお課題が残されているといえる。少年法の
大改正から１０年の歳月を経ようとしている現在、その理論的な問題点を整
理し、解釈論上の可能性を探ることにも、意義があるように思われる。本稿
では、保護処分の取消し’１にかかわる問題の構造を確認した上で、現行法
の解釈論上の可能性を探ってみたい。

２００ｌ第２部き各論少年法の新たな課題

第２問題の構造

１ 問題の歴史的構造

少年再審をめぐる議論は、今日まで何を理論上の課題としてきたのであろ
うか＊２。
刑訴法に規定されるのと同様の再審規定がない中で、誤って保護処分が言

い渡された場合の「再審」を行うための手がかりとされてきたのは、１９５０

年の法改正（昭和２５年４月１５日法律第９８号）で新設された２７条の２
の規定であった。この規定は、本来は、２０歳まで引き上げられた成人年齢

規定の施行を前に成人を少年と誤認した場合に対処する趣旨で創設されたも
のであった。この条項を少年再審の根拠規定として用いる試みの中でまず焦
点が当てられたのは、同条１項にいう「審判権」の内実であった。形式的
審判条件説、実体的審判条件説、保護処分要件説、保護要件説の対立は、審
判対象論や非行事実の位置づけをも反映していたが、形式的審判条件説を除
いて学理上は２７条の２が再審的機能を担うることを承認するものがほとん
どであり、裁判例においてもこれが認められてきたといえる‘３。

少年保護手続における適正手続保障の問題が学理上焦点化され、少年法改
正に関するいわゆる中間報告においても少年再審規定の明文化の必要性が指
摘される中で、こうした方向性の到達点となったのは、１９８３年の最高裁決
定（最三決昭５８・９・５刑集３７巻７号９０１頁、家月３５巻□号１１３頁）
であった。どの学理に拠るのかは明らかにしないながらも「審判権がなかっ
たこと」のなかには非行事実の不存在も含まれるとの解釈を示したこの決定
が同時に注意深く「少年を将来に向かって保護処分から解放する」と表現し
た事柄は、しかし、その後の１９８４年決定（最三昭５９・９・１８刑集３８巻
９号２８０５頁、家月３６巻９号９９頁）と１９９１年決定（最一決平３・５・８
家月４３巻９号６８頁）により、保護処分終了後の取消しとその遡及効の否
定という形で敷術された。保護処分取消し規定に再審的機能を承認する点で
は解釈論上柔軟な踏み込みを見せる一方で、その時的限界については厳格に
ー線を画した一連の判例を受けて理論的課題として浮かび上がったのは、「保

護処分の継続中」という文言をいかに克服するか、であった。それは、①明
文規定において２７条の２により取消された保護処分に一事不再理効が及ぼ
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